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参加者の有無を確認する公募手続に係る公示 

  

平成２４年１月１８日  

独立行政法人水資源機構 

副理事長 谷本 光司 

 

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。  

 

１. 当該招請の主旨  

本業務は入札・契約手続きの透明性、客観性、競争性をより一層確保するために、

データベース化された受注業者の工事・業務実績、技術者等に係わる情報から、継続

的に工事・業務実績、技術者等のデータの情報を提供するものである。  

工事・業務実績、技術者等の情報は、入札・契約手続き時における重要な情報であ

るため、網羅的に収集され、かつ速やかに提供される必要がある。  

このことから、本業務の遂行にあたっては、技術的要件等を兼ね備えている特定の

法人を契約の相手方とする契約手続を行う予定としているが、当該特定の法人以外の

者で、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、

参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。  

公募の結果、応募者がいない場合もしくは、４.の応募要件を満たすと認められる者

がいない場合にあっては、特定の法人との契約手続に移行する。  

なお、４.の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定の法人と

当該応募者に対して企画競争による技術提案書の提出を要請する予定である。  

 

２. 業務概要  

(1) 業務名 工事・業務実績情報提供業務  

(2) 業務内容  

  工事実績情報提供及び測量調査設計業務実績情報提供  

  詳細は説明書を参照下さい。  

(3) 履行期限 平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日（予定） 

 

３. 業務目的  

本業務は、公共事業における入札契約手続きのより一層の透明性・客観性を確保し、

建設工事やコンサルタント業務等の入札契約手続きの適切な執行を図るために活用

する受注業者の工事・業務実績、技術者データ等の情報提供を受けることを目的とす

る。  
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４. 応募要件  

参加意思確認書の提出者に対する要件は、以下のとおりとする。  

（1）基本的要件  

①以下の各号に該当しない者であること。 

 1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

   2) 独立行政法人水資源機構（以下「当機構」という。）が発注した業務に関し、 

 本公示の日から過去２年以内において次のいずれかに該当したと認められる者 

  ア 契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にした者 

  イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益 

   を得るために連合した者 

  ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

  エ 監督又は検査の実施に当たり役員又は職員の職務の執行を妨げた者 

  オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を 

   契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者  

 3) 経営状態が著しく不健全である者 

 4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続きの開始若

しくは民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始がなさ

れ一般競争（指名競争）参加資格の再審査に係る当機構の認定を受けていない

者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実が

あり、経営状態が著しく不健全であると認められる者 

 5) 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（物品製造等）又は添付書類中の

重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかっ

た者 

 6) 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者 

②当機構における平成２３・２４年度の物品製造等に係る一般競争（指名競争）

参加資格の認定を受けている者であること（会社更生法（平成１４年法律第１

５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者に

ついては、手続開始の決定後、一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。 

③当機構から指名停止を受けている期間中でないこと。  

④参加意思確認書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する

関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを

目的に当事者間で連絡をとることは入札心得書第８条第２項の規定に抵触する

ものではないことに留意すること。 

 1) 資本関係  
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以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が

更生会社または更生手続が存続中の会社である場合は除く。  

（ア）親会社と子会社の関係にある場合  

（イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合  

 2) 人的関係  

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(イ)については、会社の一方が

更生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。  

（ア）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合  

（イ）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

 3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記１又は２と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合。 

（2）技術力に関する要件  

公共事業における以下（ア）及び（イ）の実績情報の提供を受けられること。  

（ア） 当機構、国、都道府県、政令指定都市が発注した工事実績情報  

・請負金額２，５００万円以上の工事実績（平成９年度契約以降）  

・請負金額５００万円以上の工事実績（平成１４年度契約以降）  

（イ） 当機構、国、都道府県、政令指定都市が発注した業務実績情報 

・請負金額５００万円以上の調査設計業務及び地質調査・測量業務実績（平

成１４年度契約以降）  

・請負金額１００万円以上の調査設計業務、地質調査・測量業務及び補償コ

ンサルタント業務実績（平成２０年度契約以降） 

（ア）及び（イ）の情報又はそれらと同等以上の情報を保有するか、それらの

提供を受けられる旨の証明を参加意思確認書提出時までに書面により提出するこ

と。なお、情報提供については、概ね 2 週間以内に最新の情報を反映し提供でき
るものとする。 

（3）中立性・公平性に関する要件  

中立・公平性を保つための規定が社則等に明記され、社員等に周知し厳格に運

用していること。  

（4）守秘性に関する要件  

社内規則等において、守秘義務の遵守及び違反した場合の規定があること。  

（5）業務執行体制に関する要件  

４月１日から情報提供を行える体制を確保するものとし、年末年始及び祝日を

除く平日の７時から２２時までは情報検索が行えるものとする。また、質問等の

問い合わせについては、速やかに対応するものとする。 

（6）業務実績に関する要件  
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下記に示される同種又は類似の業務実績について、平成１３年度以降に完了し

た業務（再委託による業務の実績は含まない）において、１件以上の情報提供実

績を有していなければならない。 

同種業務：公共事業における工事または業務の受注実績データ等の情報を１００

万件以上提供した業務 

類似業務：公共事業における工事または業務の受注実績データ等の情報を提供し

た業務 

 

５. 手続等  

(1) 担当部室  

①契約関係  

〒330-6008 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２（ﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽﾀﾜｰ内）  

独立行政法人水資源機構 財務部契約課  萩原 

    電話 ０４８－６００－６５３４  FAX ０４８－６００－６５３０ 

②技術関係  

〒330-6008 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２（ﾗﾝﾄﾞｱｸｼｽﾀﾜｰ内） 

独立行政法人水資源機構 技術管理室技術調査課   田中 

電話 ０４８－６００－６５８６  FAX ０４８－６００－６５８８  

 (2) 説明書の交付期間、場所及び方法  

①交付期間：平成２４年１月１８日(水)から平成２４年２月１５日(水)まで。

ただし、上記期間の「行政機関の休日に関する法律」(昭和６３年

法律第９１号)第１条に規定する行政機関の休日を除く毎日１０時

００分から１６時００分まで(１２時１０分から１３時００分を除

く。)。 

②交付場所：別途指定するホームページからのダウンロードによる。 

      ※ホームページのアドレス等については、(１)①まで問い合わせたい。 

(3) 参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

  ①提出期限：平成２４年２月１５日（水）１６時００分まで。 

②提出場所：(１)①に同じ。 

③提出方法：持参又は郵送（一般書留、簡易書留その他の配達の記録が残る方

法に限る。）により提出するものとし、電送によるものは受け付けな

い。 

  

６. その他  

(1) 手続において使用する言語及び通貨 

手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。  
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(2) 関連情報を入手するための照会窓口 

関連情報を入手するための照会窓口は５．(１)①に同じ。 

(3) 当該応募者に対して企画競争による技術提案書の提出を要請する際の提出予定期

限は、平成２４年３月７日（水）１６時００分までとする。  

(4) 当機構における物品製造等に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定の競争参

加資格を有していない者も５．(３)により参加意思確認書を提出することができ

るが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案

書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受け

ていなければならない。 

(5) 独立行政法人の契約に係る情報の公表 

  独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基

本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人との一定の関

係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人と

の間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているこ

とから、該当する法人は、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで

公表する。公表の対象となる契約の詳細は、http://www.water.go.jp/honsya/ 

honsya/keiyaku/index.html による。 

(6) 当機構の事由による中止又は延期 

  契約の締結日は、平成２４年４月１日とするが、本業務に係る平成２４年度本予

算が成立していない場合等の事由により中止又は延期することがある。 

(7) 詳細は説明書による。  


